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1. 緒論 

1.1 まえがき 
 

電力設備の運用限度については，「第 183 号 給電より見

た電力機器運用限度(昭和 60 年 2 月)」により報告されてい

る。その後，火力発電における超々臨界圧発電機，コンバ

インドサイクル発電機など，同技術報告では網羅されてい

ない電力設備の導入が進んできており，系統運用者には，

これら新技術の理解ならびにおのおのの設備が持つ固有の

運用限度の理解が求められる。 
また，電力システム改革の進展や「新しい火力電源入札

の運用に係る指針」（経済産業省）が示されたことによる電

気事業への新規参入，固定価格買取制度による再生可能エ

ネルギーの導入拡大といった情勢変化に伴い，これまで電

気事業に携わっていない系統利用者が増加することから，

系統運用者にはこれまで以上にきめ細やかな説明が求めら

れる。 
以上の背景から，本技術報告書においては，電力設備の

運用限度に対する系統運用者の理解促進の支援や，系統運

用者が系統利用者へより丁寧な説明を果たすための有益な

情報を提供することを目的として，第 183 号以降の新技術

に重点を置き，運用限度の定義を整理したうえで，現在の

電力設備の運用限度について調査し取りまとめた。 
その結果，系統利用者の視点では，利用する電力系統を

構成する各設備の運用限度について知ることができ，系統

連系にあたって有益な情報を調査し取りまとめたものにも

なっており，電力機器の設計者にとっても有益なものとな

っている。 
 
なお，第 183 号では多岐にわたる調査がなされたが，昨

今の電気事業を取り巻く情勢変化をふまえ，次のように対

象を絞り込み，調査した。 
(１) 発電設備  電力システム改革の進展や「新しい

火力電源入札の運用に係る指針」（経済産業省）が示された

ことによる火力発電事業への参入者の増加が見込まれる。

そのため，火力発電設備については，昨今導入が進んでい

る高効率コンバインドサイクル発電機（ACC，1500～1600℃
級 MACC），最新鋭石炭機（超々臨界圧発電機・IGCC）な

どを対象に調査した。 
また，再生可能エネルギー導入の拡大に伴い，需給調整・

周波数調整に関する課題が顕著となる可能性がある。これ

らの課題に対し，揚水発電機の運用性向上が課題克服の選

択肢の一つとなりうるため，揚水発電機（可変速揚水発電

機を含む）についても調査した。 
(２) 送変電設備  「系統情報の公表の考え方」（資源

エネルギー庁）にもとづき，特別高圧以上の系統の熱容量

が公開となり，熱容量の限度に関する理解の一助として，

熱容量限度について調査した。なお調査対象設備としては，

熱容量限度に主としてかかわる架空送電設備，地中送電設

備，変圧器，直列機器とした。 
(３) 再生可能エネルギー発電設備  再生可能エネルギ

ーの中でも特に連系量が多く，系統運用に与える影響が大

きい，風力発電設備，太陽光発電設備について調査した。 
 

1.2 本報告書で扱う運用限度の定義 
 
本技術報告書では，運用限度を次のように定義し，各電

力設備の運用限度を調査した。 
(１) 運用限度  電力設備の製造者と購入者の間で共

有される「(２) 保証値」を運用限度と定義する。 
(２) 保証値  致命的な損傷，寿命損失を与えること

なく運用継続可能な値として，具体的な数値をもって電力

設備の製造者と購入者の間で共有される値。基本的に，い

わゆる仕様で定められる上下限と同義。 
(３) 設備限界値  電力設備および構成する部位，部

品について，それ以上の温度，電流，電圧などで運用した

場合に，機能喪失する境界値。 
(４) 運用管理値  「(２) 保証値」以外のさまざまな

制約要因がある場合において，その制約要因を考慮のうえ，

系統運用者が管理する値。 
これら(１)から(４)の概念図を，図 1.2.1に示す。 
 

(４)運用管理値

(１) 運用限度＝(２) 保証値

(３) 設備限界値

(ａ) 設計上の裕度

(ｂ) 系統を安定に保つための制約要因

①系統構成に由来する制約

② 外的要因による制約

③ 短時間の潮流変動分などの考慮
 

図 1.2.1 電力設備の運用限度にかかわる概念図 

 

一般に電力設備の製造者は，「(２) 保証値」を満たすよう

に設計するなかで，「(ａ) 設計上の裕度」を考慮することか

ら，「(３) 設備限界値」は「(２) 保証値」を上回ることにな

る。すなわち，「(２) 保証値」を満たすように設計した結果

として「(３) 設備限界値」が決まることがあることから，

「(ａ) 設計上の裕度」の大きさを定量的に示すことは困難

である。したがって，調査対象である「(１) 運用限度」と

して，「(３) 設備限界値」を採用することは困難である。 
加えて，系統運用者は，①系統構成に由来する制約（電

圧安定性，同期安定性など），②外的要因による制約（火力

発電設備における環境規制など），③短時間の潮流変動分な

どの考慮などの「(ｂ) 系統を安定に保つための制約要因」
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